
 

 

消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
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令
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八

日 

参

議
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経

済

産

業

委

員

会 

 

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

海
外
事
業
者
を
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
等
に
お
い
て
届
出
を
行
う
対
象
と
し
て
明
確
化
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
国
内
の
消
費
者
が

製
品
を
安
全
に
使
用
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
観
点
か
ら
、
海
外
事
業
者
が
国
内
管
理
人
を
適
切
に
選
任
し
た
上
で
届
出
手
続
を
円
滑

に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
本
法
の
内
容
の
周
知
徹
底
を
行
う
と
と
も
に
、
届
出
に
係
る
支
援
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。 

 

二 

海
外
事
業
者
が
、
特
定
製
品
以
外
の
消
費
生
活
用
製
品
に
お
い
て
も
、
報
告
徴
収
、
立
入
検
査
や
製
品
事
故
情
報
報
告
・
公
表
制
度

の
対
象
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
周
知
徹
底
に
努
め
る
こ
と
。 

 

三 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
が
拡
大
す
る
中
に
お
け
る
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
果
た
す
役
割
の
重
要
性
を
踏
ま
え
、
国
内

の
消
費
者
の
安
全
確
保
の
観
点
か
ら
、
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
が
努
力
義
務
と
し
て
講
ず
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る

措
置
等
の
実
施
状
況
及
び
主
務
大
臣
に
よ
る
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
に
対
す
る
製
品
の
出
品
削
除
等
の
要
請
へ
の

対
応
状
況
に
つ
い
て
実
態
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
及
び
関
係
機
関
と
緊
密
な
連
携
を

図
る
こ
と
。 

 

四 

子
供
用
特
定
製
品
の
指
定
並
び
に
子
供
用
特
定
製
品
に
係
る
技
術
基
準
及
び
使
用
年
齢
基
準
に
つ
い
て
は
、
子
供
用
の
製
品
に
よ
る

事
故
を
未
然
に
防
ぐ
観
点
か
ら
、
国
内
外
に
お
け
る
子
供
が
被
害
に
遭
う
事
故
の
実
態
及
び
諸
外
国
に
お
け
る
規
制
の
動
向
等
を
踏
ま

え
策
定
し
、
機
動
的
に
見
直
す
と
と
も
に
、
保
護
者
等
の
消
費
者
へ
の
周
知
徹
底
を
図
る
な
ど
、
子
供
用
の
製
品
の
安
全
確
保
に
向
け

て
万
全
を
期
す
こ
と
。
ま
た
、
子
供
用
特
定
製
品
の
対
象
に
つ
い
て
は
、
育
児
、
保
育
に
関
わ
る
幅
広
い
製
品
を
対
象
と
し
て
い
く
こ

と
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 



 

 

五 

子
供
用
の
製
品
に
よ
る
事
故
の
未
然
防
止
に
向
け
て
は
、
本
法
に
基
づ
く
制
度
の
ほ
か
、
長
年
、
我
が
国
の
玩
具
等
の
安
全
確
保
に

お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
民
間
の
任
意
規
格
も
引
き
続
き
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
そ
の
重
要
性
や
意
義
の
周
知
に
努
め
る
と

と
も
に
、
両
制
度
が
共
に
機
能
し
、
社
会
全
体
と
し
て
子
供
の
安
全
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
実
務
上
も
適
切
な
制
度
と
な
る
よ
う
検

討
す
る
こ
と
。 

 

六 

子
供
の
製
品
事
故
は
、
子
供
用
特
定
製
品
以
外
の
消
費
生
活
用
製
品
等
で
も
発
生
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
れ
ら
の
製
品
に
お
い

て
も
、
そ
の
製
品
の
使
用
場
面
に
応
じ
て
子
供
の
使
用
を
十
分
に
想
定
し
、
特
定
製
品
と
し
て
の
指
定
や
技
術
基
準
へ
の
反
映
を
図
る

こ
と
。
ま
た
、
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
製
品
事
故
が
起
き
て
し
ま
っ
た
場
合
の
対
応
は
、
可
能
な
限
り
迅
速
に
行
う
よ

う
努
め
る
こ
と
。 

 

七 

古
物
で
あ
る
子
供
用
特
定
製
品
を
販
売
し
、
又
は
販
売
の
目
的
で
陳
列
す
る
事
業
者
に
対
し
て
、
子
供
へ
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す

る
観
点
か
ら
本
法
の
内
容
の
周
知
徹
底
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
本
法
施
行
前
に
製
造
・
輸
入
さ
れ
た
製
品
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
、
既

に
流
通
し
て
い
る
技
術
基
準
を
満
た
さ
な
い
製
品
に
つ
い
て
、
保
護
者
を
始
め
、
育
児
、
保
育
に
関
わ
る
幅
広
い
関
係
者
に
対
し
、
製

品
の
処
分
等
の
必
要
性
に
関
す
る
情
報
を
広
報
し
て
い
く
こ
と
な
ど
、
安
全
性
の
確
保
を
図
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

八 

非
事
業
者
で
あ
る
個
人
が
売
主
と
な
る
個
人
間
取
引
に
つ
い
て
、
特
に
子
供
用
の
製
品
に
よ
る
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
観
点
か
ら
、
保

護
者
等
の
消
費
者
に
対
し
、
子
供
用
の
製
品
の
安
全
性
や
誤
使
用
に
関
す
る
注
意
喚
起
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
情
報
誌
発
行
者
、
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
サ
イ
ト
や
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
主
催
者
等
か
ら
も
、
出
品
者
等
に
向
け
て
安
全
に
関
す
る
注
意
喚
起
が
行
わ
れ
る
よ
う
、

積
極
的
な
情
報
提
供
等
に
努
め
る
こ
と
。 

 

九 

Ｐ
Ｓ
マ
ー
ク
が
消
費
者
に
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
に
鑑
み
、
契
約
自
由
の
原
則
の
下
で
、
消
費
者
が
製
品
の
安

全
性
に
つ
い
て
適
切
に
判
断
で
き
る
よ
う
、
各
制
度
の
周
知
に
努
め
る
こ
と
。 

 
 

 

右
決
議
す
る
。 


